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中央省庁再編

大学等技術移転促進法

１．産学官連携関連施策の変遷
承認ＴＬＯ制度の創設・支援
（＝大学等の研究成果の産業への移転を促進）
※ＴＬＯ：技術移転機関、平成２６年７月時点で３７機関

産業活力再生特別措置法

産業技術力強化法

大学発ベンチャー３年
１０００社計画※

第１回産学官連携推進会議（京都）

知的財産基本法

国立大学法人化

イノベーションジャパン（第１回）

教育基本法改正

科学技術による地域活性化戦略

研究開発力強化法

産業活力再生法

「先端イノベーション拠点」
「技術の橋渡し拠点」等整備
（全国３２箇所）

日本版“バイドール”条項（＝
国の研究委託の成果を受託
者へ帰属）

大学等に対する特許料減
免措置等

国が「知的財産推進計画」を策定

法人格の取得、承認Ｔ
ＬＯへの出資、特許の
機関帰属等

大学の役割として「社会貢献」
（産学官連携を含む）を明文化

新しい技術研究組合の設置、
活用の開始

※平成１６年度に目標達成
（平成２０年度時点で約１８００社）

“産学官連携は
イノベーション創出の

重要な手段”

第３期

各地の産学官が密接して共同研究
を行える施設設備の整備（Under 
One Roof型の研究開発）

第２期

“技術移転の
仕組みの改革”

“産学官の
人的交流等
の促進“

第１期

科学技術
基本計画

中小企業等投資事業有限責任組合法制定
中小企業基盤整備機構によるベンチャーファン
ド事業開始

エンジェル税制の創設

ナスダックジャパン開設

ベンチャー企業関連

有限責任事業組合
（ＬＬＰ）法の制定

第４期
“科学・技術・イノベー
ション政策の一体的推

進”

中小企業基盤整備
機構によるファンド
事業の再編

産業革新機構設立

エンジェル税制の抜本
的拡充（所得控除制度
の追加）

（楽天上場）

DeNA・
ぐるなび
上場

（ミクシィ上場）

産業競争力強化法
国立大学法人等によるベン
チャーファンド等への出資等

ベンチャーファンドに出資
する企業への支援措置／
産業革新機構による
ベンチャー投資の迅速化
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具体的な産学連携での共同研究や実証研
究の実施を通じ、産学連携のパフォーマン
スを数量的に把握するとともに、パフォーマ
ンス向上を追跡・検証。

産学連携拠点・コンソーシアム（大学、企業、団体等）

○産学連携活動の評価制度の構築
・産学連携活動の評価指標を活用した、評価制度のモデルづく
り

○産学連携拠点としての改革モデル構築

・知的財産権の運用ルールの策定
・産学連携促進のための制度改革等の提案・実践

産学連携活動の評価のモデル構築 評価制度・改革の実証

平成23～24年度 産学連携活動の評価指標を共同で開発

経済産業省 文部科学省

【委託】 【補助】

イノベーション創出や事業化に確実につながる産学連携の仕組みの構築

評価制度や制度改革の
有効性の検証

フィードバック・改善

産学連携の評価・改善活動のモデルケースの他拠点への展開

○経済産業省と文部科学省（産業連携地域支援課）が共同で開発中の産学連携活動の評価指標・制度を活用し、先進的な産学連携拠点（大学・企業
等）において、各拠点の特色を踏まえた産学連携活動の評価・改善のモデルケースを創出。

○加えて、産学連携拠点における知的財産の運用ルールの構築や、人材流動化を促進させる制度改革等の具体的計画を策定し、オープンイノベー
ション拠点としてのモデルケースを創出。

目標

（指標の例）共同・受託研究成果の実用化件数等、大学発ベンチャーの売上額
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２．産学連携評価モデル・拠点モデル実証事業（平成25年度～）



【データ収集の背景】

①平成２５年度産学連携評価モデル・拠点モデル実証事業において、アンケート調査票を
送付した１１４の国立・私立大学［９３校］／ＴＬＯ［２１社］の内、８６の国立・私立大学［７０校］
／ＴＬＯ［１６社］から平成２４年度の実績に基づく回答データを得た。

②特定大学に直結した外部型ＴＬＯの回答データは、その特定大学の産学連携部門の回答
データに合算（統合）して分析に使用した。

③複数の大学と提携している広域型ＴＬＯの回答データは、複数の提携大学の各々に対して
その広域型ＴＬＯがどの程度寄与しているか不明であったため、提携大学の産学連携部門
の回答データに合算（統合）しなかった。
広域型ＴＬＯの提携大学の回答データは単独で分析に使用した。

④以上をふまえ、計７０の大学の回答データ（合算した回答データを含む）により分析を
行った。
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①「特許出願件数」と「収入に結びついた特許権数」との対比
（収入に結びついた特許権＝実施許諾または譲渡に至った特許権）

Ｃ大学

Ｇ大学

Ｂ大学

Ｄ大学

Ｅ大学

Ｆ大学

Ｉ大学

Ｋ大学

Ｊ大学

Ａ大学

Ｈ大学

平均以上

平均以下

特許出願がある程度行われている大学（Ａ～Ｈ大学）においては、平均で４４％程度の割
合で出願された特許が収入に結びつくものとなっている。

y

x
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②「特許出願件数」と「特許権による収入額」との対比
（特許権利による収入＝特許権の実施許諾または譲渡による収入）

Ｃ大学

Ｂ大学

Ｇ大学

Ｄ大学

Ａ大学

Ｅ大学

Ｆ大学

Ｉ大学

Ｋ大学

Ｊ大学
Ｈ大学

特許出願１件あたりの収入額は、Ａ～Ｃ大学を除き、ほとんどの大学が平均以下の値と
なっている！

平均以上

平均以下

y

x
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Ａ、Ｂ、Ｃ大学の人件費あたりの特許実施許諾収入額は、いずれも他の大学に比べて
圧倒的に高い。

Ｃ大学

Ｂ大学

Ｆ大学

Ｄ大学

Ｅ大学

Ｈ大学

Ａ大学

Ｋ大学
Ｊ大学

平均以上

平均以下

人件費あたりの特許権の実施許諾収入額y

x

③特許権による収入に関するコストパフォーマンス比較
（特許権による収入額と産学連携に係る人件費との対比）
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Ｃ大学の１件あたりの特許関係費は、他の大学（特にＡ大学やＢ大学）に比べて圧倒的
に低い！→特許権利数が多くても、特許関係費は抑えられる。

平均 ¥276,000
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特許出願１件あたりで要する特許関係費



１件あたりの実施許諾収入額と譲渡収入

Ａ～Ｋ大学における、１件あたりの実施許諾収入額および１件あたりの譲渡収入額は、ともに約47万円程度である。

しかしながら、どちらが高い価格となっているかは大学によって違いがあり、
１件あたりの実施許諾収入額はＡ、Ｂ、Ｃ大学が他の大学に比べて高くなっており、
１件あたりの譲渡収入額は、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｋ大学が他の大学に比べて高くなっている

平均 ¥468,000 平均 ¥466,000

Ａ、Ｂ、Ｃ大学は、実施許諾１
件あたりの収入額が他の大
学に比べて高い

Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｋ大学は、実施
許諾１件あたりの収入額が他
の大学に比べて高い
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特許権の実施許諾権利数と譲渡権利数の割合

Ａ～Ｋ大学において、全体として実施許諾の割合が高くなっている。
１件あたりの実施許諾収入額が高いＡ、Ｂ、Ｃ大学は、実施許諾の割合が圧倒的に高く、
１件あたりの譲渡収入額が高いＤ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｋ大学でも、実施許諾の割合が高くなっている。

実施許諾

譲渡
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単願特許
共願特許 譲渡した特許権の単願／共願比率実施許諾した特許権の単願／共願比率 単願特許

共願特許

全体として、特許権の実施許諾は、単願特許権の割合が多い（平均６２％）
特許権の譲渡は、単願特許権の割合が少ない（平均２６％）

単願特許
平均26%

単願特許
平均62%

実施許諾または譲渡した特許権の単願／共願比率の比較
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以下の３つのタイプが存在
タイプ① 実施許諾ＣＰ（平均以上）／共同研究ＣＰ（平均以上）：Ｂ、Ｃ大学
タイプ② 実施許諾ＣＰ（平均以上）／共同研究ＣＰ（平均以下）：Ａ大学
タイプ③ 実施許諾ＣＰ（平均以下）／共同研究ＣＰ（平均以上）：Ｄ、Ｅ大学

Ｃ大学

Ｂ大学

Ｆ大学

Ｄ大学

Ｅ大学

Ａ大学

Ｋ大学

平均以上

平均以下

人件費あたりの特許権の実施許諾収入額

①

①

②

③③

④実施許諾コストパフォーマンスと共同研究コストパフォーマンスの比較
（人件費と特許権の実施許諾収入や共同・受託研究契約額との対比）

y

x

Ｃ大学

Ｂ大学

Ｄ大学

Ｆ大学

Ｋ大学

Ａ大学

Ｅ大学

平均以上

平均以下

人件費あたりの共同・受託研究契約額

①

①

③

③

x

y

②



産学連携部門人件費あたりの共同・受託研究獲得件数

タイプ①、③の大学においては、産学連携部門人件費（下記グラフでは100万円）あた
りの共同・受託研究獲得件数が多い。

平均 5.6件

① ①② ③ ③
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Ｃ大学

Ｂ大学

Ｄ大学

Ｅ大学

Ｋ大学

Ｆ大学

Ａ大学

平均以上

平均以下

①

①

②

③

共同研究コストパフォーマンスが平均以上であった大学
タイプ① 実施許諾ＣＰ（平均以上）／共同研究ＣＰ（平均以上）：Ｂ、Ｃ大学
タイプ③ 実施許諾ＣＰ（平均以下）／共同研究ＣＰ（平均以上）：Ｄ、Ｅ大学
の内、１件あたりの共同・受託研究契約額が平均以上であった大学はタイプ① のＢ、Ｃ大学のみである。

共同研究ＣＰが平均以上であっても、
実施許諾ＣＰが平均以下の大学は、
１件あたりの契約額が平均より小さ
い

共同研究ＣＰが平均以上であって、
実施許諾ＣＰが平均以上の大学は、
１件あたりの契約額も平均より大き
い

③

１件あたりの共同・受託研究契約額


